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平成25年度 第３回幕別町地域公共交通確保対策協議会会議録 

 

１ 開催日時 

平成26年１月31日（金）午後２時00分から午後２時35分まで 

 

２ 開催場所 

幕別町民会館２階 講堂 

 

３ 出席者等 

(1) 委員の数 19名 

(2) 出席委員数等 

所 属 等 氏 名 

幕別町 高橋 平明 

帯広運輸支局 桑山 秀也 

十勝総合振興局地域政策部地域政策課 
吉田 健二 

代理 小林 祐之 

帯広警察署交通第一課 栗山 文雄 

十勝バス株式会社 長沢 敏彦 

北斗タクシー有限会社 猪股 旭 

エイシン運輸有限会社 
桑島 信一 

代理 松田 欣雄 

幕別地区公区長代表 高橋 勝雄 

札内地区公区長代表 工藤 伸 

札内地区公区長代表 櫻井 憲和 

南幕別地区公区長代表 片山 民男 

忠類地区公区長代表 芹澤 勇治 

幕別町商工会 
吉村 学 

代理 八代 芳雄 

幕別町民生委員児童委員協議会 大石 洋子 

幕別町消費者協会 永井 ケイ子 

幕別町PTA連合会 佐賀野 孝 

幕別町老人クラブ連合会 吉崎 澄三郎 

幕別町障害者（児）団体連絡協議会 土谷 進 

北海道地方交通運輸産業労働組合協議会十勝地区交

通運輸産業労働組合協議会  
前田 英司 

計 19名 

 

(3) 事務局：伊藤企画室長、細澤参事、岡田副主幹、酒井主査 

 

４ 会議次第 

(1) 開会 

(2) 会長挨拶 

(3) 報告事項 

ア 報告第１号 幕別町地域公共交通確保対策協議会について 

イ 報告第２号 コミュニティバス札内線の運航路線の一部変更について 

ウ 報告第３号 コミュニティバスの運行実績について 
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エ 報告第４号 南幕別地区における予約型乗合タクシー試験運行の実績について 
 

(4) 議案 

ア 議案第１号 副会長及び監査委員の指名について 

イ 議案第２号 南幕別地区における予約型乗合タクシーの試験運行の延長について 

ウ 議案第３号 西幕別地区における予約型乗合タクシーの試験運行の実施について 

(5) その他 

(6) 閉会 

 

５ 議事の結果 

(1) 開会 

(2) 会長挨拶 

(3) 報告事項 

ア 報告第１号 幕別町地域公共交通確保対策協議会について 

議案書に基づき事務局から説明 

【質疑なし】 

イ 報告第２号 コミュニティバス札内線の運航路線の一部変更について 

議案書に基づき事務局から説明 

【質疑なし】 

ウ 報告第３号 コミュニティバスの運行実績について 

議案書に基づき事務局から説明 

【質疑なし】 

エ 報告第４号 南幕別地区における予約型乗合タクシー試験運行の実績について 

議案書に基づき事務局から説明 

【質疑】 

○委員 町営バスから予約型方式に変更となり、利用者の反応はどのような様子か。 

○事務局 利用者が伸びていない状況であるため、運行区域内老人クラブ10団体のうち８団体

に対し説明を行った。 

その中の意見として、「昼に帰りの便があると良い」という意見が多かった。 

また、事業としては好反応ではあるが、「まだ自分で運転ができるので利用しない」

という意見があった。 

 

(4) 議案 

ア 議案第１号 副会長及び監査委員の指名について 

議案書に基づき事務局から説明 

【質疑なし、原案のとおり承認】 

イ 議案第２号 南幕別地区における予約型乗合タクシーの試験運行の延長について 

議案書及び別紙１に基づき事務局から説明 

【質疑なし、原案のとおり承認】 

ウ 議案第３号 西幕別地区における予約型乗合タクシーの試験運行の実施について 

議案書及び別紙１に基づき事務局から説明 
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【質疑等】 

○委員 西幕別地区で試験運行実施するにあたり、「乗合」とすることが効率的なため周知が

重要である。ＰＲ方法はどのように考えているか。 

○事務局 対象区域全戸に広報紙と共にチラシを配布し、公区や老人クラブ単位に出前講座

を行いたい。 
○委員 これまでスクールバスの利用で賄っていた地区であるが、予約型乗合タクシーが運

行することでスクールバスの乗車はどのようになるか。 

○事務局 スクールバスの一般利用は、予約型乗合タクシーが運行しても変わらないため利

用可能である。 

     スクールバス沿線より奥まった方は利用しづらかったことから、昨年、西幕別地区

住民と公区長の連名で陳情があり、議会で採択されて試験運行することとなった。 
【原案のとおり承認】 

 

以上 



 

 

 

 

平成25年度 

第３回幕別町地域公共交通確保対策協議会議案 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 平成26年１月31日（金） 

    午後２時から 

場 所 幕別町民会館２階 講堂 

 
 
 
 
 



会 議 次 第 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 報告事項 

報告第１号 幕別町地域公共交通確保対策協議会について      ・・・・・１ 

 

報告第２号 コミュニティバス札内線の運行路線の一部変更について ・・・・・２ 

 

報告第３号 コミュニティバスの運行実績について         ・・・・・３ 

 

報告第４号 南幕別地区における予約型乗合タクシー試験運行の実績に 

ついて                       ・・・・・４ 

 

４ 議  案 

議案第１号 副会長及び監査委員の指名について          ・・・・・６ 

 

議案第２号 南幕別地区における予約型乗合タクシーの試験運行の延長 

について                      ・・・・・７ 

 

議案第３号 西幕別地区における予約型乗合タクシーの試験運行の実施 

について                      ・・・・・９ 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 
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報告第１号 

 

幕別町地域公共交通確保対策協議会について 

 

幕別町地域公共交通確保対策協議会を、次のとおり１月24日付けで組織したので報告する。 

 
幕別町地域公共交通確保対策協議会委員名簿 
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報告第２号 

 

コミュニティバス札内線の運行路線の一部変更について 

 

コミュニティバス札内線において、運行路線の一部が道路交通法に抵触することから、次

のとおり平成25年12月20日付けで道路運送法に基づく運行計画変更の届出を行ったので報

告する。 
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報告第３号 

 

コミュニティバスの運行実績について 

 

平成25年10月１日から運行したコミュニティバスの運行実績について、次のとおり報告す

る。 

 

 10月 

(22日間) 

11月 

(20日間) 

12月 

（20日間） 

幕別線 

乗車人数 319人 407人 572人 

１日平均 14.5人 20.4人 28.6人 

１便平均 3.0人 4.1人 5.7人 

運賃収入 10,400円 10,600円 17,800円 

札内線 

乗車人数 285人 422人 613人 

１日平均 13.0人 21.1人 30.7人 

１便平均 2.7人 4.2人 6.1人 

運賃収入 22,850円 28,950円 41,500円 

合 計 

乗車人数 604人 829人 1,185人 

１日平均 27.5人 41.5人 59.3人 

１便平均 2.8人 4.1人 5.9人 

運賃収入 33,250円 39,550円 59,300円 

 

 

※参考 平成24年度試験運行実績 平成24年７月 

(31日間) 

平成24年11月 

(30日間) 

幕別線 

乗車人数 543 人 461人 

１日平均 17.5 人 15.4人 

１便平均 3.5人 3.1人 

札内線 

乗車人数 758人 900人 

１日平均 24.5人 30.0人 

１便平均 4.9人 6.0人 

合 計 

乗車人数 1,301人 1,361人 

１日平均 42.0人 45.4人 

１便平均 4.2人 4.5人 
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報告第４号 

 

南幕別地区における予約型乗合タクシー試験運行の実績について 

 

平成25年10月１日から試験運行を実施している予約型乗合タクシーの運行実績について、

次のとおり報告する。 

 

 

⑴ 10月【 運行可能日数（Ａ）22日、運行可能回数（Ｂ）44回 】 

10月 内 訳 

運行日数（Ｃ） ８日  

運行回数（Ｄ） 11回 
朝便運行回数７回、夕方便運行回数４回 

１人乗車７回、２人乗車３回、３人乗車１回 

利用者数 16人 

朝便10人、夕方便６人 

高齢者12人、障がい者４人 

南勢２人、五位５人、中里５人、駒畠４人 

運行率（日数） 36.4％ （Ｃ）÷（Ａ） 

運行率（回数） 25.0％ （Ｄ）÷（Ｂ） 

運賃収入 5,900円  

 

 

⑵ 11月【 運行可能日数（Ａ）20日、運行可能回数（Ｂ）40回 】 

11月 内 訳 

運行日数（Ｃ） ４日  

運行回数（Ｄ） ６回 
朝便運行回数３回、夕方便運行回数３回 

１人乗車５回、２人乗車１回 

利用者数 ７人 

朝便３人、夕方便４人 

高齢者６人、障がい者１人 

五位４人、中里２人、駒畠１人 

運行率（日数） 20.0％ （Ｃ）÷（Ａ） 

運行率（回数） 15.0％ （Ｄ）÷（Ｂ） 

運賃収入 2,500円  
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⑶ 12月【 運行可能日数（Ａ）20日、運行可能回数（Ｂ）40回 】 

12月 内 訳 

運行日数（Ｃ） ８日  

運行回数（Ｄ） 12回 
朝便運行回数７回、夕方便運行回数５回 

１人乗車10回、２人乗車２回 

利用者数 14人 

朝便８人、夕方便６人 

高齢者10人、障がい者４人 

猿別１人、五位２人、中里５人、駒畠６人 

運行率（日数） 40.0％ （Ｃ）÷（Ａ） 

運行率（回数） 30.0％ （Ｄ）÷（Ｂ） 

運賃収入 5,700円  
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議案第１号 

 

副会長及び監査委員の指名について 

 

幕別町地域公共交通確保対策協議会規約第７条第１項及び第８条第１項の規定により、副

会長及び監査委員を次のとおり指名する。 
 

１ 副会長 
吉村 学 委員（幕別町商工会 会長） 
清水 雅 委員（幕別町社会福祉協議会 会長） 

 
２ 監査委員 

永井 ケイ子 委員（幕別町消費者協会 副会長） 

吉崎 澄三郎 委員（幕別町老人クラブ連合会 会長） 
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議案第２号 

 

南幕別地区における予約型乗合タクシーの試験運行の延長について 

 

南幕別地区における予約型乗合タクシーの試験運行について、次のとおり延長する。 

 

１ 名称 
予約型乗合タクシー駒畠線 

 
２ 運行期間 

平成26年４月２日～平成26年９月30日までの６か月間 

 
３ 運行区域（別紙１） 

従来の試験運行区域に、相川地区（５公区）及び豊岡２公区を加え、豊岡２、新和、

明倫及び美川公区については、予約型乗合タクシー古舞線との重複区域とする。 
 

４ 運行日 

月曜日から金曜日までの平日〔１日４便（２往復）運行〕 

※土・日曜日、国民の祝日は運休 

 
５ 運行時刻 

○１便 

各方面から幕別駅 ８：15着 

○２便 

各方面から幕別駅 10：30着 

※１便及び２便は、幕別市街地内の公共施設、医療機関及び買物施設での降車可能とす

る。 

○３便 

幕別駅 13：45発 

○４便 

幕別駅 16：45発 

※３便及び４便は、幕別市街地内の公共施設、医療機関及び買物施設から乗車可能とす

る。 
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６ 乗車運賃 
次のとおりの区域制運賃とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 運賃割引制度 

○乳幼児（小学校入学前）：無 料 

○小学生：半 額 

○通学のために利用する小中学校の児童生徒：半 額 

○高齢者（65歳以上の方）：半 額 

○生活保護法による保護を受ける方：半 額 

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と介護者：半 額 

 

８ 使用する車両 

セダン型タクシー車両（定員５人、乗客４人）を基本とする。 

 

９ 予約型乗合タクシー試験運行延長時の運行事業者 

現在の試験運行は、本協議会が選定したエイシン運輸有限会社が道路運送法第21条に基

づく許可を受けて運行していることから、試験運行の延長時においてもエイシン運輸有限

会社が運行するものとする。 

 

10 今後のスケジュール 

項 目 日 程 

町地域公共交通確保対策協議会 

（試験運行期間の延長、区域変更及び運賃等の協議） 

平成26年１月31日 

試験運行延長に伴う道路運送法の許可申請 

（申請者：エイシン運輸有限会社） 

平成26年２月上旬 

試験運行延長に伴う道路運送法の許可 平成26年３月下旬 

試験運行の延長に伴うエイシン運輸との随意契約 

（４月１日は運休とする） 

平成26年４月１日 

試験運行延長開始 平成26年４月２日 

 

乗（降）車区域 （公区） 運 賃  

豊岡２、西猿別、猿別、軍岡、大豊、明野北、

明野南、新川、相川、相川東、相川西、相川南、

相川北 

200円 

新和、南勢、 400円 

糠内市街、五位、糠内第一、中糠内、西糠内、

明倫 
600円 

美川、中里 800円 

駒畠 1,000円 
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議案第３号 

 

西幕別地区における予約型乗合タクシーの試験運行の実施について 

 

西幕別地区における予約型乗合タクシーの試験運行について、次のとおり実施する。 
 

１ 名称 
予約型乗合タクシー古舞線 

 
２ 運行期間 

平成26年７月１日～平成27年３月31日までの９か月間 

 
３ 運行区域（別紙１） 

豊岡２、新和、明倫及び美川公区については、予約型乗合タクシー駒畠線との重複区

域とする。 
 

４ 運行日 

月曜日から金曜日までの平日〔１日４便（２往復）運行〕 

※土・日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月３１日から１月３日）は運休 

 
５ 運行時刻 

○１便 

各方面から札内駅 ８：25着、十勝バス札内バス停（帯広方面行） ８：30着 

札内支所 ８：35着 

○２便 

各方面から札内駅 10：40着、十勝バス札内バス停（帯広方面行） 10：45着 

札内支所 10：50着 

※１便及び２便は、札内市街地内の公共施設、医療機関及び買物施設での降車可能とす

る。 

○３便 

札内支所 13：25発、十勝バス札内バス停（幕別方面行） 13：30発 

札内駅 13：35発 

○４便 

札内支所 16：20発、十勝バス札内バス停（幕別方面行） 16：25発 

札内駅 16：30発 

※３便及び４便は、札内市街地内の公共施設、医療機関及び買物施設から乗車可能とす

る。 
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６ 乗車運賃 
次のとおりの区域制運賃とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 運賃割引制度 

○乳幼児（小学校入学前）：無 料 

○小学生：半 額 

○通学のために利用する小中学校の児童生徒：半 額 

○高齢者（65歳以上の方）：半 額 

○生活保護法による保護を受ける方：半 額 

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と介護者：半 額 

 

８ 使用する車両 

セダン型タクシー車両（定員５人、乗客４人）を基本とする。 

 

９ 予約型乗合タクシー試験運行の運行事業者の選定方法 

予約型乗合タクシーについては、区域内の道路事情に精通している必要があることから、

町内のタクシー事業者２者による指名競争入札により試験運行の事業者を選定する。 

入札については、幕別町に委任して執行する。 

(1) エイシン運輸有限会社 

幕別町旭町109番地の１ 

(2) 北斗タクシー有限会社 

幕別町札内青葉町１番地の５ 

 

10 試験運行開始までのスケジュール 

項 目 日 程 

町地域公共交通確保対策協議会 

（試験運行の実施、運行事業者の選定方法、運行区域、

運賃、試験運行期間等の協議） 

平成26年１月31日 

試験運行事業者の決定（指名競争入札） 平成26年４月下旬 

試験運行に伴う道路運送法の許可申請 平成26年４月下旬 

試験運行に伴う道路運送法の許可 平成26年６月下旬 

試験運行開始 平成26年７月１日 

乗（降）車区域 （公区） 運 賃  

途別、上稲志別、日新１、日新２、昭和、依田、

西和、千住１、千住２、千住東、稲志別、新生、

中稲志別、豊岡１、豊岡２ 

200円 

新和 400円 

古舞、明倫 600円 

美川 800円 




